
第２４３回 役 員 会  議 事 要 録 

 

日    時   平成 27年７月８日（水）14：00～14：55 

場    所   本部管理棟５階会議室 

出 席 者    学 長  脇口学長 

理 事  櫻井理事（総務・国際担当）、深見理事（教育担当）、田口理事（研究担当）、

箱田理事（財務担当）、森下理事（地域連携担当） 

   監 事  大﨑監事、北添監事 

陪 席 者      総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務課長、人

事課長、財務課長、国際交流課長、学務課長、法人企画課長 

 

〔配付資料〕 

審議資料 1-1 防災推進センター（仮称）設置計画について（報告） 

     1-2 高知大学防災推進センター設置準備委員会要項（案） 

審議資料 2 大学教員人事案 

審議資料 3 教員の採用に係る候補者一覧 

審議資料 4-1 学生が大学の正課による海外旅行を行う際の海外旅行保険への加入について（案） 

     4-2 派遣留学生の危機管理体制 

     4-3 正課による海外旅行届 

報告資料 1 再任教員一覧 

報告資料 2-1 平成 26年度国際交流活動について 

     2-2 海外協定校合計 79校（平成 27年５月現在） 

報告資料 3 平成 27年度資金運用状況 

 
議事に先立ち、第 242回役員会議事要録の確認が行われ、承認された。 

 
議事 

〔審議事項〕 

１．防災推進センター（仮称）設置計画について 

櫻井理事から、審議資料１－１に基づき、防災センター（仮称）設置計画検討タスクフォースにお

いて検討が行われた防災推進センター（仮称）設置計画について説明が行われ、審議の結果、承認さ

れた。引き続き審議資料１－２に基づき、高知大学防災推進センター設置準備委員会の設置及び今後

のスケジュールについて説明が行われ、審議の結果、承認された。 

出席者より、センター設置に当っては県内自治体への充分な周知や今後の連携強化について検討い

ただきたいとの意見があり、櫻井理事から、今後の方針等について説明が行われた。 

 

２．大学教員人事案について 

櫻井理事から、審議資料２に基づき、平成 27年５月 18日開催の平成 27年度第２回全学教育機構会

議及び平成 27年６月 15日開催の平成 27年度第３回全学教育機構会議で審議し発議され、全学教員人

事審議会で確認後、平成 27年６月 17日開催の平成 27年度第３回教育研究部会議及び平成 27年７月

１日開催の平成 27年度第４回教育研究部会議で研究上の要求のマージを行い、平成 27年６月 25日の

平成27年度第４回全学教員人事審議会及び平成27年７月３日の平成27年度第７回全学教員人事審議

会で審議された大学教員人事案について説明が行われ、審議の結果、承認された。 

 

３．大学教員の採用人事について 
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櫻井理事から、審議資料２に基づき、国立大学法人高知大学教員人事の実施要項により手続きが進

められ、平成 27年６月 25日の平成 27年度第４回全学教員人事審議会及び平成 27年６月 29日の第５

回全学教員人事審議会において審議された大学教員の採用人事について説明が行われ、審議の結果、

承認された。 

 

４．学生が大学の正課による海外旅行を行う際の海外旅行保険への加入について 

研究国際部長から、審議資料４－１～４－３に基づき、平成 27年７月３日開催の第 28回国際連携

推進委員会において審議された学生が大学の正課による海外旅行を行う際の海外旅行保険への加入に

ついて説明が行われた後、櫻井理事から補足説明が行われ、審議の結果、承認された。 

出席者より、留学しようとする学生への経済的支援の充実を求める意見があり、櫻井理事から今後

の検討方針について説明が行われた。 

 

［報告事項］ 

１．大学教員の再任について 

櫻井理事から、報告資料１に基づき、高知大学における教員の任期に関する規則により任期を定め

て採用している教員について、部局の審査で再任可となった者を再任することとなった旨の報告が行

われた。 

 

２．平成 26年度国際交流活動について 

研究国際部長から、報告資料２－１、２－２に基づき、平成 26年度国際交流活動について報告が行

われた後、櫻井理事から補足説明が行われた。 

 

３．資金運用状況について 

財務部長から、報告資料３に基づき、資金運用状況について報告が行われた。 

 

４．その他 

・櫻井理事から、広報誌 Lead 2015夏号に修正が必要な個所があることが判明した旨の報告が行わ

れ、櫻井理事及び深見理事より校正漏れについて陳謝が行われた。あわせて、櫻井理事から今後

の対応方針について説明が行われた。 

・学長から、国立大学法人高知大学職員就業規則により設けられている特別休暇（夏季一斉休業が

実施される場合）の期間について、平成 28年は、８月９日・10日・12日の３日間とする旨の報

告が行われた。 

 

以 上 
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